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生き生きとした活力ある社会を目指して！�
～八潮市男女共同参画推進条例施行～�

　男女共同参画社会とは、「男らしさ、女らしさ」といわれる「・・・
らしさ」による抑圧、差別をなくし、一人ひとりが互いを尊重し合
いながら、個性と能力を発揮することのできる社会です。�
　皆さん一人ひとりが協力し合いながら、男女共同参画社会を築い
ていきましょう。�

　男女平等の実現に向けては、これまで様々な取り組みが行われていますが、「男は仕事、女は家庭」
と言われるような性別による固定的な役割分担意識により、様々な場面において男女間の格差がみられ、
男女平等には多くの課題が残されています。また、少子高齢化の問題など多様化する社会環境の変化に
対応していくためにも、男女共同参画の推進は重要な課題です。�
　そのためには、行政、事業者、市民が協力し合いながら男女共同参画を推進していくことが必要であ
るため、「八潮市男女共同参画推進条例」を制定しました。�

大切な７つの考え（基本理念）�

　男女の人権の尊重�
　個人としての尊厳を重んじましょう。個人としての能力を発揮
できる機会を確保しましょう。�

　性別による固定的な役割分担意識の見直し�
　固定的な役割分担という枠組にとらわれず、男女がともに活動
できるよう制度や慣行を見直しましょう。�

　意思決定の場への共同参画�
　男女が対等なパートナーとして、ものごとの計画や決定をする
場に参画できるようにしましょう。�

　家庭生活と社会生活における活動の両立�
　家庭生活と社会生活を男女が協力し合いながら、支え合ってい
きましょう。�

　あらゆる形態の暴力の根絶�
　ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント
などあらゆる形の暴力を根絶しましょう。 �

　性と生殖に関する健康と権利の尊重�
　生涯にわたり、男女が互いの性を理解し尊重し合いながら、健
康な生活を送るとともに、妊娠、出産などに関しては、女性の身
体的機能を配慮し女性の自己決定を尊重しましょう。�

　国際社会の一員としての男女共同参画の推進�
　国際的取り組みや各国の状況に留意しながら、男女共同参画を
推進しましょう。�

男女共同参画を推進していくための基本となる考えです。�

どうして、男女共同参画を推進するのか？�どうして、男女共同参画を推進するのか？�

大切な７つの考え（基本理念）�

生き生きとした活力ある社会を目指して！�生き生きとした活力ある社会を目指して！�
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生き生きとした活力ある社会を目指して！�

市が行う基本的施策�

皆さん一人ひとりの力で男女共同参画社会を築きましょう�

市は……�市は……�

事業者は…�事業者は…�

市民は…�市民は…�

男女共同参画を主要な施策に位置付け、総合的に推進していきます。�

事業活動とその他の活動とを両立することができるよう、環境の整
備に積極的に取り組みましょう。�

�
　八潮市男女共同参画推進条
例は、平成１５年１２月定例市議
会において可決され、平成１６
年４月１日に施行されました。�
　�
※詳細については、市ホーム
ページをご覧ください。�

http://www.city.yashio.saitama.
jp

家庭、職場、学校、地域などのあらゆる場で、積極的に男女共同参画を推進していきま
しょう。�

①女だから、男だからの理由で差別をしてはいけません。�
②家庭、職場、学校、地域などあらゆる場で、セクシュアル・ハ
ラスメントをしてはいけません。�

③ドメスティック・バイオレンスなど、女性に対するあらゆる形
の暴力をしてはいけません。�

皆さん一人ひとりの力で男女共同参画社会を築きましょう�

性別による権利の侵害を禁止します！�性別による権利の侵害を禁止します！�

市が行う基本的施策�

条例のキーワード�条例のキーワード�

多くの人が目にするチラシやポスターなどで、固定的な役割分担
意識、暴力などを助長する表現や、行き過ぎた性的表現をしない
ようにしましょう。�

●事業者、市民と協力し合いながら積極的格差是正措置を行うように努めます。�
●家庭生活と社会活動を両立できるように、子育てや介護などの支援を行うように努めます。�
●広報活動を充実させ、事業者、市民の理解を深めるよう努めます。�
●あらゆる教育、学習の場において男女共同参画を推進するよう努めます。�
●ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントの被害防止および被害者支援に努めます。�
●男女共同参画を推進する活動団体に対して、情報提供や必要な支援を行うよう努めます。�
●起業をめざす女性などの能力開発を図るため、情報提供や必要な支援を行うよう努めます。�
●男女共同参画に関する市の施策について、市民の皆さんからの苦情を適切、迅速に処理するための苦
情処理委員を設置します。（１０月１日施行）�

多くの人に情報を伝えるときの表現に注意しましょう。�多くの人に情報を伝えるときの表現に注意しましょう。�

①男女共同参画社会�
　　男女が共にお互いの人権を尊重し合い、それぞれの個性と能力
を発揮することができる社会、差別なく対等に参画し、喜びも責
任も分かち合っていける社会をいいます。�

②積極的格差是正措置�
　　社会の様々な分野で男女間の格差をなくすために、男女のいず
れか一方に対して、積極的に機会を提供することをいいます。�

③ドメスティック・バイオレンス�
　　主に、夫や恋人など親しい関係にある男性から女性に対しての
身体的、性的、心理的、または経済的な暴力をいいます。� 男女共同参画課　�内８１１�

問い合わせ�
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